
大阪市指定喫煙所指定制度実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪市指定喫煙所整備にかかる指針（以下「指針」という。）

に定める指定喫煙所として指定を行う制度の実施に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（要件） 

第２条 指定喫煙所として指定を受けることができるものは、次の各号に掲げる要件

を全て満たすものとする。 

（１）指定喫煙所の指定を受けようとする喫煙所が、公共の用に供し、無償で一般に

開放され、誰もが利用できる喫煙所であり、かつ指針別表に定める要件を満たす

ものであること 

（２）指定喫煙所の指定を受けようとする喫煙所の管理権原者（以下「管理権原者」

という。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは同条第６号に規定する暴力団員

又は大阪市暴力団排除条例施行規則（平成23年大阪市規則第102号）第３条に

規定する暴力団密接関係者に該当しないもの 

 

（申請及び指定） 

第３条 管理権原者は、大阪市指定喫煙所申請書（第１号様式）に必要書類を添付

し、これを市長に提出しなければならない。ただし、大阪市指定喫煙所設置経費等

補助金交付要綱又はミナミエリアの環境改善を目的とした大阪市指定喫煙所設置経

費等補助金交付要綱（以下「補助金要綱」という。）の規定により設置経費に係る

補助金の交付決定がなされた場合は、この項の規定による申請がなされたものとみ

なす。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請書等の内容を確認し、必要

に応じて現地調査等を行い、指定要件を満たしていると認められる場合は、指定喫

煙所として指定し、大阪市指定喫煙所指定決定通知書（第２号様式）により当該申

請をした管理権原者に通知するとともに、本市ホームページに喫煙所に関する情報

を掲載するものとする。ただし、補助金要綱の規定により補助金の額の確定に係る

通知がなされた場合は、この項の規定による指定喫煙所の指定及び通知がなされた



ものとみなす。 

３ 市長は、前項の調査の結果、指定喫煙所に指定することが不適当であると認めた

ときは、理由を付して、大阪市指定喫煙所指定不決定通知書（第３号様式）により

当該申請をした管理権原者に通知するものとする。 

 

（変更届出等） 

第４条 管理権原者は、前条第１項の申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速や

かに大阪市指定喫煙所申請事項変更届（第４号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の申請事項変更届が提出されたときは、必要に応じて本市ホームペ

ージに掲載されている当該喫煙所情報の修正を行うものとする。 

 

（指定の廃止） 

第５条 管理権原者は、第２条に掲げる要件を満たさなくなった場合又は指定の取り

やめを希望する場合は、大阪市指定喫煙所廃止届（第５号様式）を市長に提出しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の廃止届が提出されたときは、指定を取り消し、当該喫煙所情報を

本市ホームページから削除するものとする。 

 

（指定の取消し） 

第６条 市長は、指定喫煙所が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該

指定を取り消すことができるものとする。 

（１）指定喫煙所が第２条に掲げる要件を満たさないことが判明したとき 

（２）その他指定喫煙所として適当でないと判断したとき 

２ 市長は、前項の規定により指定を取り消した場合は、当該喫煙所の管理権原者に

対して大阪市指定喫煙所指定取消通知書（第６号様式）により、その旨を通知する

ものとする。 

３ 市長は、指定を取り消したときは、当該喫煙所情報を本市ホームページから削除

するものとする。 

 

（指定喫煙所である旨の表示） 

第７条 市長は、指定喫煙所の指定を受けた喫煙所の管理権原者に対して、指定喫煙

所である旨を記載したステッカーその他これに類するもの（以下「ステッカー等」

という。）を交付するものとする。  



２ 前項の規定によりステッカー等の交付を受けた管理権原者は、当該喫煙所の出入

口付近等、公衆の見やすい場所にステッカー等を掲示するものとする。 

３ 第１項の規定によりステッカー等の交付を受けた管理権原者は、指定喫煙所の指

定を取り消された場合は、前項の規定による掲示を終了するものとする。 

４ 第１項の規定により交付を受けたステッカー等は、これを譲渡し、貸し付け、又

は不正使用してはならない。 

 

（感謝状） 

第８条 指定喫煙所の指定を受けた喫煙所の管理権原者には、感謝状を贈呈すること

ができるものとする。 

２ 前項の規定による感謝状の贈呈は、環境局長が行う。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境局長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月 27日から施行する。 

 

附 則 
１ この要綱は、令和６年 10月９日から施行する。ただし、この要綱による改正後の

大阪市指定喫煙所指定制度実施要綱（以下「改正後の要綱」という。）第３条の規定

は、令和６年４月１日から適用する。 

２ 改正後の要綱第７条の規定は、この要綱の施行の日前に指定喫煙所の指定を受け

た喫煙所の管理権原者についても適用する。 

 

   附 則 

この要綱は、令和８年２月 19日から施行する。 

  



（第１号様式） 

  年  月  日  

 

（提出先）大 阪 市 長 

 

                  住 所 
                  （法人その他の団体にあっては 

主たる事務所の所在地） 

住      

            氏    名 
（法人その他の団体にあっては 

その名称、代表者の氏名） 

 

 

大阪市指定喫煙所申請書 

 

 

大阪市指定喫煙所指定制度実施要綱第３条第１項の規定に基づき、下記のとおり指定喫煙所

として指定を受けたいので申請します。 

本書に記載する基本情報及び取組内容について、大阪市のホームページ等に掲載されること

に同意します。 

 

記 

 

１ 
指定喫煙所の場所 

（所在地） 

 

２ 指定喫煙所の名称 
 

３ 指定喫煙所の設置面積         ㎡ 

４ 供用開始日（予定） 年    月   日 

５ 供用時間 

□月  □火  □水  □木  □金  □土  □日  □祝日 

 

時  分  ～  時  分 

その他休業日： 

６ 緊急連絡先 
 

 

 

〇添付書類 

(1) 施設及び設備の仕様及び外形図 

(2) 施設及び設備の設置予定場所を示す位置図 

(3)  その他市長が必要と認めるもの 



（第２号様式） 

  第    号  

   年  月  日  

 

様 

 

大阪市長  

 

 

大阪市指定喫煙所指定決定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった大阪市指定喫煙所の指定については、次のとお

り指定することとしたので、大阪市指定喫煙所指定制度実施要綱第３条第２項の規定により通

知します。 

 

記 

 

１ 
指定喫煙所の場所 

（所在地） 

 

２ 指定喫煙所の名称 
 

３ 指定日 年    月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第３号様式） 

  第    号  

  年  月  日  

 

様 

 

大阪市長  

 

 

大阪市指定喫煙所指定不決定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった大阪市指定喫煙所の指定については、次の理由

により指定しないこととしたので、大阪市指定喫煙所指定制度実施要綱第３条第３項の規定に

より通知します。 

 

記 

 

１ 
指定喫煙所の場所 

（所在地） 

 

２ 指定喫煙所の名称 
 

３ 理由  

 

 



（第４号様式） 

  年  月  日  

 

（提出先）大 阪 市 長 

 

                  住 所 
                  （法人その他の団体にあっては 

主たる事務所の所在地） 

氏    名               
（法人その他の団体にあっては 
その名称、代表者の氏名） 

 

 

大阪市指定喫煙所申請事項変更届 

 

 

大阪市指定喫煙所指定制度実施要綱第４条第１項の規定により、次のとおり申請内容を変更

したいので申請します。 

本書に記載する基本情報及び取組内容について、大阪市のホームページ等に掲載されること

に同意します。 

 

記 

 

１ 
指定喫煙所の場所 

（所在地） 

 

２ 指定喫煙所の名称 
 

３ 変更内容  

４ 変更理由  

 

 



（第５号様式） 

  年  月  日  

 

（提出先）大 阪 市 長 

 

                  住 所 
                  （法人その他の団体にあっては 

主たる事務所の所在地） 

氏    名               
（法人その他の団体にあっては 
その名称、代表者の氏名） 

 

 

大阪市指定喫煙所廃止届 

 

 

大阪市指定喫煙所指定制度実施要綱第５条第１項の規定により、次のとおり指定喫煙所を廃

止したいので申請します。 

 

記 

 

１ 
指定喫煙所の場所 

（所在地） 

 

２ 指定喫煙所の名称 
 

３ 廃止理由  

４ 廃止日 年    月   日 

 



（第６号様式） 

  第    号  

  年  月  日  

 

様 

 

大阪市長  

 

 

大阪市指定喫煙所指定取消通知書 

 

 

  年  月  日付け第    号にて指定した大阪市指定喫煙所については、大阪

市指定喫煙所指定制度実施要綱第６条第１項により、次のとおり取り消したので通知します。 

 

記 

 

１ 
指定喫煙所の場所 

（所在地） 

 

２ 指定喫煙所の名称 
 

３ 取消理由 
 

４ 取消日 年    月   日 

 

 

 


